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丸亀市における下水道事業の課題1

2



【課題】

今後は、丸亀処理区に限らず
に他の処理区においても管路
の老朽化が進行

【対応方針】

予防保全型維持管理とストマ
ネ計画に基づき、適切な時期
に改築・更新を実施

3

今後、特に丸亀処理区において標準耐用年数50年を経過した
老朽化が進行した管路が急増する

【丸亀処理区における50年経過管の割合(更新を実施しない場合)】

R5：約4.5km(16.9%)      R15：約12.3km(46.5%)      R25：約18.6km(70.0%)

下水道管路（汚水）の経過年数別布設延長

老朽化施設の急増（管路）モノ

１ 丸亀市における下水道事業の課題と対応方針

(引用元:市管路台帳)

50年経過

10年後 10年後

【管路延長】
汚水     雨水
丸亀：約265.6km  丸亀：約  5.9km

綾歌：約  39.2km 綾歌：約  2.6km

飯山：約  47.2km

農集：約  36.8km（公共へ接続予定）

老朽化の
進行



【課題】

すべてのポンプ場で耐用年数
を超過した資産数が増加

【対応方針】

予防保全型維持管理とストマ
ネ計画に基づき、適切な時期
に改築・更新を実施

4

R6年10月に新丸亀市浄化センターが完成し、機能を移管⇒維持管理が当面の事業
全てのポンプ場において、標準耐用年数を超過した資産が61%～94%

⇒第3期SM計画（R8～R12）において、主要な設備の改築・耐震・耐水化を予定
⇒現在整備中の雨水ポンプ場もあり、計画的に新設・改築を実施

ポンプ場の耐用年数超過資産割合

老朽化施設の急増（施設）モノ

(引用元:市SM計画)

耐用年数
超過割合  約65% 約72% 約69%   約61% 約94%    約85%

新丸亀市浄化センター

１ 丸亀市における下水道事業の課題と対応方針
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将来的な人口減少や節水型社会の到来により使用料収入は減少の見込
今後、物価や労務単価等の上昇が見込まれ、事業費が全体的に逓増
管路・施設の更新需要増大に伴う投資の増加
⇒下水道事業経営戦略の見直しを実施中

行政人口および供用開始区域内人口の見通し

(引用元:下水道事業計画)

減少傾向

【課題】

使用料収入の減少や価格高
騰・更新需要増による事業
費の増大により、安定的な
下水道事業運営が困難

【対応方針】

適正な事業財政計画に則り、
民間事業委託を活用するこ
とで業務を効率化

水洗化促進による使用料収
入の安定的な確保
補助金等の必要財源の調達

使用料収入の減少・更新需要の増大カネ

１ 丸亀市における下水道事業の課題と対応方針
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業務委託・工事件数職員数の推移

職員の減少・技術継承・負荷の状態化ヒト

下水道職員は過去4年間において14人体制を維持、比較的若手職員が多い
職員一人あたりの業務件数が約20件であり、職員への大きな負荷が常態化
⇒今後改築・更新需要が増大する中で、技術継承や職員負荷の平準化が必要

【課題】

人口減少が進む中で、更新需要に対応
可能な一定の下水道職員の確保や技術
継承が困難
【対応方針】

将来の計画的な事業執行に備えて、官
民が相補的な関係において、確実な事
業運営を実施

１ 丸亀市における下水道事業の課題と対応方針
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丸亀市の課題と今後の対応方針まとめ

観点 現状分析・課題 今後の対応方針

ヒト

・ 職員数は一定規模を確保
・ 比較的若手職員が多い
⇒更新需要に対応可能な一定の下水
 道職員の確保や技術継承が困難

将来の計画的な事業執行に備えて、官民が相
補的な関係において、確実な事業運営を実施

モノ

・老朽化管路・施設の増加
・計画的な施設改築の実施（予定）
⇒網羅的な改築事業の実施は様々な
観点から困難であるため、維持管
理を重点に置いた更新計画が必要

維持管理を起点とした改築更新計画に則り、適
切に更新を実施
新設・改築計画と整合を図った維持管理の実施

カネ

・行政人口の減少に伴う使用料収入減
・更新需要の増大に伴う投資額増
⇒使用料収入の減少や価格高騰によ
る事業費の増大により、安定的な
下水道事業運営が困難

適正な事業財政計画に則り、民間事業委託を
活用することで業務を効率化
水洗化促進による使用料収入の安定的な確保
補助金等の必要財源の調達

下水道事業の課題
ヒト

モノ カネ

官民連携事業の推進
民間の創意工夫を活かし維持管理の効率を
向上させるため、官民連携事業（PPP/PFI）
を推進

１ 丸亀市における下水道事業の課題と対応方針



官民連携事業の導入検討の必要性2

8
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

国は下水道事業が抱える課題を解決するための手法の一つとして民間の創意工夫を活かし、

事業の効率化を向上させることができる官民連携事業（PPP/PFI）の推進を提示

下水道施設における官民連携事業数（R5.4時点、国交省調べ）

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

国は令和5年度の「PPP/PFI推進アクションプラン」において、下水道事業の官民連携の

レベルアップとして新たに「ウォーターPPP（以下、WPPPとする）」を位置付け

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）

ウォーターPPPとして新たに位置付け
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

WPPPは、従来の「コンセッション方式（レベル4）」と、新たに位置付けた

「管理・更新一体型マネジメント方式（レベル3.5）」の総称で、レベル3.5については

４つの要件（４要件）を満たす必要

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）

4要件
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

「管理・更新一体型マネジメント方式（レベル3.5）」の検討を進める際には、
管路施設・ポンプ場・下水処理場等のすべての施設を対象とする必要

※ 対象施設を限定する場合は客観的な情報に基づいた整理が必要

客観的な情報の例・・・導入可能性調査（FS）やマーケットサウンディング（MS）の経過や結果

外部有識者による意見、VFMの結果等

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

国は令和９年度以降の汚水管の改築に係る国費支援に関して、WPPP導入が決定済みであるこ
とを要件化
WPPPを導入しない場合、適切な国費支援を受けられず市負担が増加するため、
早期の官民連携事業の導入検討が必要
※ レベル3.5の場合、当該事業に関する入札・公募を令和8年度までに開始することで要件化を充足

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）
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2 官民連携事業の導入検討の必要性

国費支援は「社会資本整備総合交付金」、「防災・安全交付金」、個別補助金等が該当し、
汚水管、合流管の管路施設が対象

本市においても、今後丸亀処理区を中心に汚水管・合流管の老朽化が進行するため、適切な
改築を実施するにあたり国費支援が必須

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）
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導入検討方針（案）とマーケットサウンディング3
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3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング

本市では、下水道事業における課題への対応として
管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）を導入する方針

本市が目指す官民連携事業

管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）
WPPP

方式



17

本市では、ウォーターPPPの検討を進めるにあたっては、
丸亀処理区、綾歌処理区、飯山処理区の全処理区を対象とする方針

全処理区（丸亀処理区、綾歌処理区、飯山処理区）対象
区域

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）

3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング
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「一旦、すべての施設等を念頭におく」必要があることから、検討開始時点では、
管路施設と処理場等の施設の全ての施設を対象とする方針

管路施設 ＋ ポンプ場施設 ＋ 処理場施設対象
施設

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）

3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング
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管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について、契約期間は、
「原則10年」とあることから、10年とする方針

10年間契約
期間

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）

3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング
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管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について、性能発注は原則実施と

あるが、仕様発注からの段階的な移行も可能としていることから、管路施設は段階的な性能
発注への移行、処理場ポンプ場等の施設は性能発注とする方針

性能発注を原則とするが、

管路施設は仕様発注から段階的に性能発注へと移行を想定

性能
発注

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）

仕様発注（従来型） 性能発注

発注者が詳細に仕様を規定し、受注者は
規定された仕様に忠実に業務を実施する
方式

発注者が必要な性能指標を示し、受注者
はそれを達成するために業務を実施する
方式（詳細は受注者側で決定できる）

3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング
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管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について、更新実施型、更新支援
型は任意に設定が可能であることから、「更新支援型」とする方針

更新支援型一体
管理

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）

3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング
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管理・更新一体マネジメント（レベル3.5）の4要件の対応について、プロフィットシェアは

先行的な事例が少ないことから、国のガイドラインや他都市事例を踏まえつつ、マーケット
サウンディングによる民間事業者からの意見を参考にして導入する方針

仕組みを導入 する予定
※今後策定される国のガイドライン等を踏まえて比率や内容を検討

ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ
ｼｪｱ

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）

導入が必要であるが、実際には発動しなくてもよいとされている

3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング
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対象施設や業務範囲の設定は、客観的な情報（マーケットサウンディング等）に基づいて実
施することが必要
本市においては、対象施設や業務範囲、４要件に関するマーケットサウンディングを実施し、
その結果を事業スキームを決定する上での参考とする

引用元（下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン1.2版）

3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング
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マーケットサウンディングの概要

実施対象： 下水道関連民間事業者

実施期間： 令和7年1月14日 ～ 令和7年2月7日

回答方法： Excel形式の調査票をメールにより回答

設問内容： ①WPPPに対する参入形態・参入意欲

②本市及び本市以外での業務実績

③WPPP導入の対象とする施設・業務について

④WPPPの認知度・4要件の考え方 等

3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング

日程 実施内容

令和7年 1月14日 アンケートの掲載（市HP）

令和7年 1月24日 説明会の開催

令和7年 2月  7日 アンケート提出期限

令和7年 2月下旬予定 アンケート結果の公表

マーケットサウンディングの実施スケジュール
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マーケットサウンディングの対象処理区及び対象施設候補情報

3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング

分類 施設

処理場
丸亀市浄化センター
（R6.10より本格稼働）

ポンプ場（合流含） 3箇所（塩屋、城西P、城北）

ポンプ場（分流） 3箇所（塩屋中継、土器中継、清水中継）

ポンプ場（雨水）
2箇所（今津、産砂（土器））
※今津はR7年度供用予定
※産砂（土器）は施設増強予定

マンホールポンプ

48箇所
丸亀：7箇所 綾歌：11箇所 飯山：30箇所
※綾歌及び飯山は接続予定の農集地区分含む
※農集排処理施設廃止に伴いMPへ位置付け

管路施設（汚水）
※合流・分流

約389km（農集は綾歌、飯山に接続予定）
丸亀：約266km 綾歌：約 39km
飯山：約 47km 農集：約 37km

管路施設（雨水）
約9km
丸亀：約  6km 綾歌：約  3km

【対象処理区】
丸亀処理区、綾歌処理区、飯山処理区の丸亀市の全処理区

【対象施設】
管路施設、ポンプ場施設、処理場施設等のすべての下水道施設

対象施設候補

丸亀処理区（単独公共）

飯山処理区（流域関連）
＋農集編入地区(岡、西坂元、三谷)

綾歌処理区（流域関連）
＋農集編入地区(赤坂)

対象処理区候補
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3 導入検討方針（案）とマーケットサウンディング

対象とする業務は、改築更新工事を含めない更新支援型とし、
現時点における管路・施設毎の対象となりうる業務を想定

大分類 中分類 小分類

全体

統括管理 統括・マネジメント

施設情報管理 台帳管理等

問題解決 不明水・悪臭対策等

事故対応 緊急清掃・緊急修繕等

住民対応 窓口・苦情対応等

災害対応 状況確認・対応支援等

ＣＭ業務 発注支援等

施設

計画策定 更新計画案作成

設計 修繕工事に伴う設計

維持管理

運営管理

運転操作

運転監視

保守点検

水質分析

施設管理及び物品調達

沈砂・し渣の搬出及び計測

脱水ケーキ・撤去植栽の運搬

施設見学対応

管理報告書の作成及び整理

修繕

大分類 中分類 小分類

管路

計画策定 更新計画案作成

設計 修繕工事に伴う設計

維持管理

保守点検・巡視

詳細調査（目視）

詳細調査（ＴＶカメラ）

苦情受付・対応

清掃

修繕

除外施設の適切な使用に関する
現場指導

雨水渠浚渫

マーケットサウンディングの対象業務候補（施設・管路）

マーケットサウンディングの対象業務候補情報

※丸亀処理区の施設（処理場、ポンプ場、MP）を対象とした
運転管理業務については、令和６年～令和８年度の約３年間
において包括委託を実施中（レベル2.5）
また、綾歌・飯山処理区のMP施設を対象にした維持管理業務
についても包括委託を実施中（レベル2.0）
管路施設については包括委託は未実施
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今後のスケジュール（案）4 
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今後のスケジュール（案）

WPPPの導入に向けたスケジュールは、現時点では以下の内容を想定しており、
令和8年度末にWPPPの公募、令和10年度からのWPPPの導入開始を予定

4 今後のスケジュール（案）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

導入可能性調査

契約手続及び
公募の準備 ◎

公募

契約手続の
実施・契約

WPPP

事業開始 ◎
導入

マーケットサウンディング
の実施（1月）

個別対話
※必要に応じて

優先交渉
権者選定

引継
期間
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説明内容及びマーケットサウンディングについて、不明点・疑問点等ある場合は、
以下の担当までご連絡ください。

連絡先

担当部署         ： 都市整備部 下水道課

担当者             ： 坂入・山本

電話番号          ： 0877-24-8815

メールアドレス：   gesui-k@city.marugame.kagawa.jp



（参考）用語の説明

• 維持管理と更新（改築）の一体マネジメント

維持管理と更新を一体的に最適化するための事業方式であり、維持管理と更新
を一体的に実施する「更新実施型」と、更新計画案の策定やコンストラクショ
ンマネジメント（CM）により地方公共団体の更新を支援する「更新支援型」の

２方式がある。また、この管理・更新一体マネジメント方式を、ウォーター
PPP（レベル3.5）と呼ぶ。

• コンストラクションマネジメント（CM）

発注者の補助者・代行者であるコンストラクション・マネジャー（CMr）が、

技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計の検討や工事発注方式の
検討、工程管理、コスト管理などの各種マネジメント業務の全部又は一部を行
うもの。

• コンセッション（レベル4）

管理者（市）は運営権者（事業者）に運営権を設定。運営権により、運営権者
（事業者）は原則として利用者（市民）から収受する下水道利用料金により事
業を運営する方式。
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（参考）用語の説明

• 性能発注

発注者が求めるサービス水準を明らかにし、事業者が満たすべき水準の詳細を
規定した発注のこと。PFI事業については、仕様発注方式よりも性能発注方式の
方がPFI法の主旨である「民間の創意工夫の発揮」が実現しやすくなる。

一方で、仕様発注（方式）は、発注者が施設の構造、資材、施工方法等につい
て、詳細な仕様を決め、設計書等によって民間事業者に発注する方式。

• ストックマネジメント

長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位
付けを行ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改善を実施し、施設全体を対
象とした施設管理を最適化すること。

• 統括・マネジメント業務

適正な事業運営を目的として、維持管理・計画・改築更新等の多岐にわたる業
務を統括的に管理すること。これまで発注者側の役割であったものを、事業者
側が実施するため、ウォーターPPP業務に含む場合は適切な積算により事業費
に反映する。
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（参考）用語の説明

• プロフィットシェア

契約時に見積もった工事費や契約時に見積もった維持管理費が企業努力や新技
術導入等で縮減した場合において、縮減分を官民でシェアする仕組み。

• プロポーザル方式

プロポーザル方式においては、事業者選定の段階において業務内容に応じて具
体的な取り組み方法の提示を求めるテーマを示し、評価テーマに関する技術提
案と当該業務の実施方針の提出を求め、技術的に最適な者を特定する方式。

• マーケットサウンディング（MS・民間市場調査）

事業に対して、民間事業者の関心度合い（参入意欲）、参入条件等の意向のほ
か、事業スキームや必要な検討事項、開示情報等について検討・把握すること
を目的に実施する調査のこと。
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（参考）用語の説明

• JV（共同企業体）

建設企業が単独で受注及び施工を行う通常の場合とは異なり、複数の建設企業
が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体の
こと。

図 JV（共同企業体イメージ）
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（参考）用語の説明

• SPC（特別目的会社）

資産の流動化に関する法律に基づき、当該事業の実施を目的として設立される
法人、ある特別の事業を行うために設立された事業会社のこと。

コンセッション方式（レベル4）では、公募提案する共同企業体が、新会社（＝
SPC）を設立して、建設・運営・管理にあたることが多い。

34出典）下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.2版

単独事業者、JV、SPCの比較
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